
食物アレルギーは、ある特定の食べ物を食べたり、触れたりした後にアレルギー反応があらわれる疾患で
す。場合によっては命を落としかねない「食物アレルギー」による食品事故を防ぐことは、全ての食品事業
者にとって必須の課題です。そのため、食品表示基準で定められた特定原材料が使用されている場合は、
加工食品への表示が義務づけられています。

弊社では、特定原材料をはじめ各種食物アレルゲン検査を受託しております。食品表示対策やコンタミ
ネーションリスクの確認として、ぜひご利用ください。

食物アレルゲン検査
Information
弊社では、表示義務項目8
品目について、消費者庁通
知法に従いスクリーニング
検査を実施しています。

表示が推奨
されるもの

「カシューナッツ」※
が追加されました！
（消費者庁通知）

※食品表示基準の改正に伴い、「カシューナッツ」が義務表示となる「特定原材料」に移行（2026年4月1日施行：2028年3月31日まで経過措置）

〒813-0062 福岡市東区松島5-7-6
TEL 092-623-2211  FAX 092-623-2212
佐賀営業所 〒840-0023  佐賀市本庄町袋131-16 TEL 0952-27-0831
長崎営業所 〒852-8002  長崎市弁天町1-21 TEL 095-864-7027
諫早営業所 〒859-0405  諫早市多良見町中里129-9 TEL 0957-28-5031
鹿児島営業所 〒890-0064  鹿児島市鴨池新町6-2 TEL 099-253-2867

厚生労働省（食品衛生法）・環境省（水道法）登録検査機関

ISO/IEC 17025:2017　認定試験所
認定＃  84364

食品関連検査
食品微生物検査・商品抜取り検査・食品期限設定検査・栄養成分分析・味覚分析・
食物アレルゲン検査・食品添加物検査・残留農薬検査・異物検査 など

衛生関連検査
衛生調査・腸内細菌検査・施設関連の微生物検査・ノロウイルス検査・
ノロウイルスふきとり検査 など

水質関連検査
飲料水検査・ビル管理法水質検査・水道法20条検査・プール水検査・浴槽水検査
濃度計量証明（下水・排水・河川など）・ゴルフ場農薬検査・PFAS 検査

環境関連検査
ばい煙測定・ダイオキシン類測定・室内空気環境測定・温泉分析・
作業環境測定（ホルムアルデヒド・エチレンオキシド・有機溶剤） など

表示義務が
あるもの



食物アレルゲン検査のご案内

※1  ELISA法については、迅速対応でのご報告も可能です。（別途料金が発生いたします）
※2  確認試験は、PCR法もしくはウエスタンプロット法にて実施いたします。（別途料金が発生いたします）

※ えび及びかにのPCR法による検査では、偽陽性または偽陰性となる場合がございます。詳細については弊社までお問い合わせください。
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